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１．訓練カリキュラムのあり方について
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社会人スキル 職業スキル（学科・実技）※職場体験・企業実習を含む

１ヶ月
（充実化）
※専門機関へ
の再委託可

１ヶ月～３ヶ月

例：介護初任者、ＩＴ（MOS）・事務（簿記３級）、建設機械等

例：介護実務者研修、医療事務、ウェブデザイン等

基
礎
コ
ー
ス

実
践
コ
ー
ス

３ヶ月～６ヶ月

公共職業訓練公共職業訓練

【基礎コース】
○社会人スキル科目の充実（非正規労働者等の就職率向上）
○従来のパソコンスキルの他、短期間で修得できる職業スキルを付与（早期就職）
○一定の社会人経験を有し、早期就職を目指す者は、職業スキル科目から受講可

【実践コース】
○社会人スキル科目を廃止する。
○キャリア・コンサルティング等により真に必要と認められた者に限り基礎コースからの連続
受講を認める。

社会人スキルが
十分な者は省略可

連
続
受
講

基礎コース全体としては
2ヶ月～4ヶ月とする

見直し案



１．訓練カリキュラムのあり方について
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社会人スキル 職業スキル（学科・実技）※職場体験・企業実習を含む

１ヶ月～３ヶ月

基
礎
コ
ー
ス

省 略

＜ 例 ① ） 非 正 規 労 働 者 で 早 期 就 職 を 目 指 す 方 の 一 例 ＞

社会人スキル 職業スキル（学科・実技）※職場体験・企業実習を含む

１ヶ月 １ヶ月～３ヶ月

基
礎
コ
ー
ス

不足する社会人ス
キルを身につける
不足する社会人ス
キルを身につける

より実践的なスキ
ルを習得
より実践的なスキ
ルを習得

就 職就 職

キャリア・コンサルティングの結果、
社会人スキルが十分あると判断さ
れる場合のみ省略

キャリア・コンサルティングの結果、
社会人スキルが十分あると判断さ
れる場合のみ省略

就 職就 職

＜ 例 ② ） キ ャ リ ア を 中 断 し た 女 性 で 早 期 就 職 を 目 指 す 方 の 一 例 ＞



１．訓練カリキュラムのあり方について
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実
践
コ
ー
ス

３ヶ月～６ヶ月

＜ 例 ③ ） 一 定 の 社 会 人 ス キ ル を 有 し 、 さ ら に キ ャ リ ア の 充 実 を 目 指
す 方 の 一 例 ＞

就 職就 職

基礎コースよりもさらに高度なス
キル習得を目指す

例）簿記３級 → 簿記２級
例）販売士３級→販売士２級

基礎コースよりもさらに高度なス
キル習得を目指す

例）簿記３級 → 簿記２級
例）販売士３級→販売士２級

社会人スキル 職業スキル（学科・実技）※職場体験・企業実習を含む

就 職就 職

＜ 例 ④ ） 非 正 規 労 働 者 で キ ャ リ ア の 充 実 を 目 指 す 方 の 一 例 ＞

（1ヶ月） （1～3ヶ月）

基礎コース

不足する社会人ス
キルを身につける
不足する社会人ス
キルを身につける

キャリア・コンサルティングの
結果、真に必要と判定された
場合に限り実践コースへのス
テップアップが可

キャリア・コンサルティングの
結果、真に必要と判定された
場合に限り実践コースへのス
テップアップが可

３ヶ月～６ヶ月

基
礎
・実
践

コ
ー
ス



２．女性の活躍促進等について
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【育児中の女性等への配慮】
育児中の女性等が訓練を受講しやすくなるよう、次の訓練コースの設定を推進する。
○託児サービス支援付き訓練コース（奨励金に、66,000円／児童一人・一月を付加）
○短時間の訓練コース（１日４時間以上）

見直し案

【対象者】
就学前の児童を扶養し、
訓練受講に当たって託児
サービスが必要
な者等

民間教育訓練機関等

就

職

託児サービスの提供

施設内託児施設

提携周辺託児施設

求職者支援訓練の受講

（受講料・託児サービスは無料）



３．建設分野における訓練コースの設定について
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【建設機械運転等の短期訓練の実施】
建設機械運転等の訓練を全国的に実施できるようにする。
○基礎コースにおいて実施する。
○奨励金単価を10万円（他の基礎コースは6万円）とする。

見直し案

フォークリフト
小型移動式
クレーン

高所作業車 玉掛け

＜訓練科目の例＞

求職者 １～３か月 早期就職

組み合わせにより複数科目を受講可

社会人スキル
科目（１ヶ月）



４．訓練実施機関の確保について
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【永年欠格について】
○雇用保険適用就職率（基礎３０％、実践３５％）を、連続する３年間で２回下回った場合、
１年間の欠格とする。

○１年間の欠格の後、再び連続する３年間で２回下回った場合、永年欠格とする。

【就職率の算定対象について】
○雇用保険適用就職率の算定対象から、65歳以上の者を除外する。

見直し案

見直し案

1年間欠格 永年欠格



５．その他（今後検討していく事項）
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１．訓練カリキュラムについて
○社会人スキルの具体的内容（職業に関する態度・意識も含む）を検討。
○社会人スキルの省略可否を判断するための基準の検討。
○連続受講の可否を判断する際の判断方法の検討。

２．ｅラーニングについて
○推進すべきという意見と、慎重に検討すべきという意見があることを踏まえ

て検討。

３．雇用保険適用就職率について
○訓練内容の充実により、基礎コースの就職率が向上していった場合、将来

的には、認定に係る雇用保険就職率基準の引き上げ等を検討。
○欠格要件の妥当性について、引き続き検討。

４．周知広報について
○求職者支援制度の対象者の属性や地域社会の実情に合わせ、ハロー
ワークに来所しない求職者にも適切に伝わる効果的手法の検討。


